
おおつか生協クリニックの施設基準と届出内容  

当院における施設基準の届出について（2026 年 6 月）保険医療機関の指定を受けています。 

厚生労働大臣が定める以下の施設基準に適合し、九州厚生局に届出を行って診療を行っています。 

 物価対応料（令和８年度新設） 

 電子的診療情報連携体制整備加算（令和８年度新設） 

 一般名処方加算 

 機能強化加算 

 時間外対応体制加算（令和８年名称変更） 

 外来感染対策向上加算 

 地域包括診療加算 

 外来・在宅ベースアップ評価料 

 生活習慣病管理料(Ⅱ) 

 外来データ提出加算 

 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注 2 に規定する遠隔モニタリング加算 

 

物価対応料 

令和８年６月の診療報酬の改定に伴い、物価高騰への対応として「物価対応料」が新設されました。   

初診時・再診時にそれぞれ加算されます。 

電子的診療情報連携体制整備加算 

当院では、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認を行っております。これにより、患者様の受

診歴、薬剤歴、薬剤情報、特定検診情報その他必要な情報を取得・活用することで質の高い医療の提

供に努めています。 

一般名処方加算 

当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた

取り組みを実施しています。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではな

く、薬剤の成分をもとにした「一般名処方」（有効成分名称）を行う場合があります。一般名処方によっ

て特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、必要な医薬品が提供しやすくなります。 



長期収載品（先発医薬品）の選定療養 

令和 6 年 10 月 1 日より、後発医薬品（ジェネリック医薬品）がある先発医薬品（長期収載品）につい

て、患者様のご希望により先発医薬品を使用する場合は「選定療養」として、後発医薬品との差額の

一部を別途ご負担いただきます。 

ただし、医療上の必要性から医師が先発医薬品を処方する場合は、従来どおり保険給付の対象で

す。 

機能強化加算 

当院は「かかりつけ医」機能を有する医療機関として、以下の取り組みを行っています。 

 他の医療機関の受診状況や処方されているお薬を把握し、必要な服薬管理を行います 

 必要に応じて、専門の医師・医療機関をご紹介します 

 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます 

 介護・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます 

 夜間・休日の問い合わせへの対応を行っています 

 業務継続計画（BCP）を策定し、災害等の緊急時にも診療を継続できる体制を整えています 

時間外対応体制加算 

当院では、診療時間外においても患者様からの電話等による問い合わせに対応できる体制を 

整えています。 

 緊急時の連絡先  ：   0985-52-6715（おおつか生協クリニック） 

                 0985-24-6877（宮崎生協病院） 

 対応可能時間：上記番号にて 24 時間対応 

 電話等による連絡体制 

 医師による指示体制 

 必要時の診療または受診指示体制 

 連携病院による一次対応 

 当クリニック医師によるオンコール体制 

※ 再診の患者様には、診療時間内の受診であっても時間外対応体制加算を算定させていただきま

す。 

 

 

 



外来感染対策向上加算 

当院では、院内感染予防対策として必要に応じて次のような取り組みを行っています。 

 感染防止対策に係る院内指針を策定し、職員に周知しています 

 院内感染対策に関する研修を定期的に実施しています 

 感染症の発生状況を把握し、感染対策を適切に実施する体制を整えています 

 抗菌薬の適正使用に取り組んでいます 

 他の医療機関や地域の医師会等と連携し、感染対策に関する情報共有・助言を受ける体制を確保

しています。 

 ※詳細は、院内感染防止対策の取り組みをご覧ください。 

 地域包括診療加算 

当院では、地域包括診療加算（または地域包括診療料）の届出を行っており、以下の対応を行ってい

ます。 

 患者様の同意を得て、他の医療機関と連携のうえ服薬管理を行います 

 必要に応じて、28 日以上の長期の投薬またはリフィル処方箋の発行を行います 

 介護支援専門員・相談支援専門員からの相談に適切に対応します 

 健康相談や予防接種に関する相談に応じます 

外来・在宅ベースアップ評価料 

当院では厚生労働省の指針に従って、外来・在宅ベースアップ評価料を算定させていただきます。この

評価料は医療従事者の処遇改善にその全額を充当することにより、医療従事者が安心して職務に従

事することを目的としています。 

生活習慣病管理料 

令和 6 年 6 月から、脂質異常症、高血圧、糖尿病のいずれかをお持ちの方には血圧、体重、食事、運

動などに関する指導内容を記載した「療養計画書」を発行しています。 

治療方針や日常生活の指導内容は、療養計画書に記載のうえご説明いたします。 

令和 8 年改定で、療養計画書への患者署名が不要になりました。 

 

 



外来データ提出加算 

当院は、診療内容に関する匿名化された医療データを国に提出し、医療の質向上に役立てる体制を

整えています。個人が特定される情報は含まれず、プライバシーは厳重に守られています。 

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注 2 に規定する遠隔モニタリング加算 

当院では、睡眠時無呼吸症候群の患者様に対して在宅で持続陽圧呼吸療法（CPAP）を行うとともに在

宅指導を行っています。また、安定的に CPAP が使用できている方には、情報通信機器等を使用し遠

隔での指導も可能な体制をとっています。使用時間等の着用状況、無呼吸低呼吸指数等がモニタリン

グ可能な情報通信機器を活用し、定期的なモニタリングを行った上で、状況に応じ療養上必要な指導

を行い、療養方針について診療録に記載しています。 

ニコチン依存症管理料 

当院では、ニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙治療を実施しています。 

一定の条件を満たす方は、健康保険を使って禁煙治療を受けることができます。12 週間にわたり計 5

回の診察で、禁煙をサポートします。 

処方箋発行について 

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進する観点から、領収証の発行の際

に、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を発行しています。 

明細書の発行を希望されない方は、受付にてその旨をお申し出ください。 

 

在宅医療 

当院は、在宅療養支援診療所の届出を行っており、以下の体制を整えています。 

 24 時間連絡を受ける体制を確保しています 

 24 時間の往診体制を確保しています 

 24 時間の訪問看護体制を確保しています（連携医療機関・訪問看護ステーションとの協力を含む） 

 緊急時の入院先として宮崎生協病院・宮崎江南病院と連携しています 

          緊急時の連絡先：0985-52-6715 おおつか生協クリニック 

２０２６年６月１日 

                 おおつか生協クリニック 所長 遠藤 豊 



 

在宅医療充実体制加算（令和８年新設） 

当院は、在宅医療充実体制加算の届出を行っており、在宅医療に関する十分な実績と 24 時間の対応

体制を確保しています。 

    

 

 

２０２６年６月１日 

                 おおつか生協クリニック 所長 遠藤 豊 

 


